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（
経
済
産
業
委
員
会
）

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
我
が
国
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
必
要
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
知
的
財
産
の
保
護

を
強
化
す
る
た
め
、
営
業
秘
密
の
刑
事
的
保
護
及
び
模
倣
品
・
海
賊
版
対
策
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
裁
判
外
紛
争
解
決
手

続
に
お
け
る
弁
理
士
の
役
割
を
拡
充
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
改
正

１

他
人
の
著
名
な
商
品
等
表
示
に
係
る
信
用
若
し
く
は
名
声
を
利
用
し
て
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
当
該
信
用

若
し
く
は
名
声
を
害
す
る
目
的
で
、
他
人
の
著
名
な
商
品
等
表
示
と
同
一
若
し
く
は
類
似
の
も
の
を
使
用
等
し
た
者
に
つ

い
て
、
罰
則
を
適
用
す
る
。

２

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
他
人
の
商
品
の
形
態
を
模
倣
し
た
商
品
を
譲
渡
・
輸
入
等
し
た
者
に
つ
い
て
、
罰
則
を
適

用
す
る
。

３

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
元
役
員
又
は
元
従
業
員
が
、
不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
在
職
中
、
そ
の
営
業
秘
密
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の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
い
て
営
業
秘
密
の
開
示
の
申
込
み
を
し
、
又
は
そ
の
使
用
・
開
示
の
請
託
を
受
け
て
、
退
職
後

そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
・
開
示
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
罰
則
を
適
用
す
る
。

４

不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
に
当
た
る
開
示
に
よ
っ
て
営
業
秘
密
を
取
得
し
て
、
そ
の
営
業
秘
密
を
使

用
・
開
示
し
た
者
に
つ
い
て
、
罰
則
を
適
用
す
る
。

５

日
本
国
内
で
管
理
さ
れ
て
い
た
営
業
秘
密
を
、
日
本
国
外
で
使
用
・
開
示
し
た
者
に
つ
い
て
、
罰
則
を
適
用
す
る
。

６

秘
密
保
持
命
令
違
反
の
罪
の
国
外
犯
に
つ
い
て
、
罰
則
を
適
用
す
る
。

７

営
業
秘
密
侵
害
罪
を
犯
し
た
者
の
う
ち
、
不
正
の
手
段
を
用
い
て
営
業
秘
密
を
取
得
し
て
、
こ
れ
を
使
用
・
開
示
し
た

者
が
属
す
る
法
人
に
つ
い
て
、
法
人
処
罰
を
適
用
す
る
。

８

懲
役
刑
及
び
罰
金
刑
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
併
科
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

二
、
特
許
法
、
実
用
新
案
法
、
意
匠
法
、
商
標
法
及
び
著
作
権
法
の
一
部
改
正

秘
密
保
持
命
令
違
反
の
罪
に
つ
い
て
、
不
正
競
争
防
止
法
の
改
正
に
準
じ
て
罰
則
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
関
係

規
定
の
整
備
を
行
う
。

三
、
弁
理
士
法
の
一
部
改
正



- -3

１

弁
理
士
の
仲
裁
代
理
業
務
は
、
調
停
、
あ
っ
せ
ん
を
含
む
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明

確
化
す
る
。

２

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
代
理
業
務
の
対
象
に
著
作
物
に
関
す
る
権
利
に
関
す
る
事
件
を
加
え
る
。

３

不
正
競
争
防
止
法
に
新
設
さ
れ
る
犯
罪
を
弁
理
士
の
欠
格
事
由
に
加
え
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


